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先進地事例について                       

 

「地域包括ケアシステム」について、本市での効果的・効率的な構築に向け、体制づ 

くりや各種事業の取組経過、課題等を学ぶため、平成２７年７月１３日（月）に先行的

に取組みを行っている南砺市を訪問した。 

 

 

１ 南砺市の基本情報                              

・人口：５３，４１０人 高齢化率：３４.５％  

・平成２４年度に医療担当課と介護施策担当課の連携を深めるため、地域包括医療・

ケア局を創設。 

・平成２５年度から「認知症集中支援チーム」の取組みを試行的に開始。 

 

２  在宅医療（人材育成）の取組み                        

・町村合併を契機に、南砺市では医療行政を担当する部署である医療局が設置された。 

・医師不足を背景に地域医療を守るため、以下の①～③の取組みが行われた。 

  ①「在宅医療推進セミナー」： 

市民に医療知識を取得させ、病院のコンビニ受診を解消し医師の負担を減らす 

ため開催。 
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  ②「地域医療再生マイスター養成講座」： 

①を受け、市民がどう活動していくかを目的に開催。市民以外にも様々な業種の 

方が参加し情報交換の場に。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ のちに、地域包括ケアや地域活性化の概念を含まれることになり名称が変更。  

→「地域医療・地域活性化マイスター養成講座」 
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※ のちに、市民の有志グループが独自に組織され、市民向けの地域包括ケア関

係パンフレットを発行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「地域医療を守り育てる会」： 

②を受け、より市民へ活動を広げていくため年３回の勉強会。 
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３ 「医療」と「介護」の連携強化（地域包括医療・ケア局）の取組み  

・南砺市において、地域包括医療・ケア局が地域包括ケアシステムの構築を推進する 

部署。 

 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた動きの高まりに合わせ、平成２４年に医療局 

  を地域包括医療・ケア局に改編。 

・医療系の部署に在宅医療・介護連携を担う役割が与えられた形。 

・医療側 → ２市立病院や医療課（訪問看護ステーション、診療所等）。 

・介護側 → 地域包括課（地域包括支援センター(直営１センターのみ)、長寿介護係） 

       ※地域包括課に顧問として医師が付いている。 
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４ その他                                                                            

  

◆住民参加を目的に、看取りに関するシンポジウム、小中学生を対象にした講演会等 

  

◆医師会主催の多職種連携会議 


